
（様式２） 

特別顧問・特別参与が従事した職務の遂行に係る情報（事後公表） 

 

【担当課：政策企画室広報担当】 

議 題 広聴広報幹事会議で伝達すべき事項の内容調整 

日 時 平成 31年４月 15日（月曜）19時 10分～21時 00分 

場 所 大阪市役所本庁舎５階市民情報部会議室 

出 席 者 

(特別顧問・特別参与)： 

 清水特別参与 

(職員等)： 

 政策企画室（広報担当課長代理 外１名） 

論 点 ・職員に伝達すべき事項について 

主 な 意 見 

・コミュニケーションとは何か、伝えると伝わるの違い、ユーザー目線に立

つこと、伝わるようにするためにはテーマを定めることが必要、ということ

を、まず職員に意識してもらう必要がある。 

結 論 ・ 本日の調整を踏まえ、伝達内容を決定。 

説明等資料 
 

備 考 
 

関 係 所 属 

（ 部 課 ） 
政策企画室市民情報部広報担当 

 


